
 

 
朝日放送グループホールディングス株式会社 

 
2020 年 6 ⽉ 23 ⽇ 

総務局総務部 
 

第 93 回定時株主総会の概略 
 
1. 開催⽇時 2020 年 6 ⽉ 23 ⽇（⽕）午前 10 時 00 分 
2. 場所    朝⽇放送グループホールディングス株式会社テレビ A スタジオ 
3. 所要時間 48 分 
4. 出席株主数 94 名 
5. 事前質問状 0 通 
6. 質問株主数 4 名 
7. 質問   8 問（事前に WEB で寄せられた質問を含む） 
8. 議案について 4 つの議案が全て賛成多数で承認可決されました。 
   第 1 号議案「剰余⾦の処分の件」 

第 2 号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名選任の件」 
第 3 号議案「監査等委員である取締役 5 名選任の件」 
第 4 号議案「補⽋の監査等委員である取締役 1 名選任の件」 
 

＜主な質問＞ 
Q1．2021 年 3 ⽉期の業績予想はいつ発表するのか。新型コロナウイルス感染症の影響はあ
るか。 
A1．新型コロナウイルスの業績への⼀定の影響は避けられないと考えている。現時点で、新
型コロナウイルスの感染拡⼤による当社業績への影響を正確に予測することは難しい。当社
業績への影響を合理的に⾒積ることが可能になった時点で速やかに開⽰する。当社の事業へ
の影響を最⼩限とすべく取り組む。 
 
Q2．インターネットの広告費が、テレビの広告費を上回ったと聞いた。テレビが⽣き残って
いくための施策はあるのか。 
A2．インターネット広告がテレビ広告を抜いたと⾔われているが、ＨＰなどの制作費も⼊っ
ているので、正確な媒体への純広告費の⽐較ではない。しかし、インターネット広告が毎年
伸びているのも事実。インターネットの⽅がターゲットにヒットしやすい利点がある。テレ
ビもクライアントからの要望に応えるために、視聴データの整備に取り掛かっている。また、
ＴVer などインターネット配信にも⼒を⼊れており、地上波だけではなくコンテンツのマネ
タイズを強化している。 
 
Q3．朝⽇放送グループホールディングスは事業実態の割には株価が異様に安いと思う。 
株価を上げる施策は考えていないのか。先⽇、ストップ⾼となったことがあった。⼦会社の



DLE の株価が連⽇ストップ⾼となった影響ではないのか。 
A3．株価は市場における投資家の評価なので、当社および他社の株価が乱⾼下した理由やそ
の妥当性について申し述べることは適当でないと考える。当社は、株式市場において⾼い評
価をいただくためには、業績の向上が第⼀と考えている。業績向上のための諸施策としては、
対処すべき課題の中でご説明させていただいた。今後とも、株式市場で⾼い評価を得るため、
業績向上の施策とＩＲ活動を積極的に⾏っていく。また、当社グループはコンテンツ関連ビ
ジネスの拡充を図っており、昨年の DLE の⼦会社化はその⼀環である。今後とも、グルー
プ利益最⼤化の視点から業績向上の施策を積極的に⾏っていく。 
 
Q4．2018 年 3 ⽉にラジオ・テレビを分社化したが、放送という観点から⾒て、ラテ兼営に
メリットがないと考えたのか。 
A4．ラジオ・テレビ相互に営業や番組で連携が図れるという兼営のメリットを、分社化後も
失わないようにしつつ、分社化により、ラジオ社が新たな試みをスピードを上げて取り組め
るようになっている。ラジオ社では、分社以降もリスナーのことを第⼀に考え、また新たな
リスナーの獲得にも積極的に取り組んでいる。 
 
Q5．⼤株主の中に学校法⼈帝京⼤学があるが、当社と利害関係や相関関係があるのか。 
A5．帝京⼤学と特別の利害関係はない。 
 
Q6．株価対策や、特に関⻄以外の地域に住んでいる株主に対するアピールなど、考えはある
か。 
A6．当社の発信する成⻑戦略により、中⻑期的に株主に満⾜していただけることを⽬指して
いる。また、インターネットを活⽤した情報発信に注⼒し、昨年は初めてコーポレートレポ
ートを作成、公表した。今年も発⾏予定である。今後も、個⼈株主、個⼈投資家へのアピー
ルは検討したい。 
 
Q7．放送という観点から分社化のメリットはあるのか、再度お答えいただきたい。また、分
社化に際して起こったラジオの解雇争議をどう解決するのか。 
A7．分社化により、ラテ兼営のメリットが失われないように綿密にやっている。労使争議に
ついて、当社は団体交渉に応じる義務がないと考えている。⼤阪地労委の命令については事
実関係に誤りがあると考え、中労委に再審査を申し⽴てている。 
 
Q8．グループ全体で、国益を損なうような反⽇的な報道が多いが、どう考えるか。 
A8．ABC テレビは、常に賛否両論を併記し、公正な⽴場での報道を⾏っている。決して国
益を損なうという姿勢は持っていない。放送法に基づき、公正中⽴な報道を⾏っている。 
 
 
なお、第 93 回定時株主総会における議決権⾏使結果については、6 ⽉ 24 ⽇（⽔）、EDINET
を通 じて⾦融庁に開⽰する他、当社ホームページにおいても開⽰予定です。 

以上 


